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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を

受
付
し
て
い
ま
す

園
芸
施
設
共
済
の
補
償
が

拡
充
さ
れ
ま
し
た

　
平
成

２７
年
度
お
よ
び
平
成

２８
年
度
に

黒
潮
町
が
発
注
す
る「
建
設
工
事
」、「
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
」、

「
物
品
製
造（
購
入
）・
役
務
の
提
供
等
」

の
一
般
競
争
入
札（
指
名
競
争
入
札
）に

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
と
お

り
申
請
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
方
法
・
提
出
先

　
黒
潮
町
役
場 

本
庁 

総
務
課 

総
務
係

ま
で
書
類
を
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵

送
で
お
願
い
し
ま
す
。

◆
申
請
期
限

　
３
月

３１
日（
火
）※
当
日
消
印
有
効

◆
申
請
に
伴
う
必
要
書
類
な
ど

　
申
請
の
種
類
に
よ
り
様
式
や
必
要
書

類
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
黒
潮

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

総
務
課 

総
務
係

　
〒
７
８
９
―
１
９
９
２

　
黒
潮
町
入
野
２
０
１
９
―
１

　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
２（
直
通
）

　
園
芸
施
設
共
済
と
は
、
特
定
園
芸
施

設
、
附
帯
施
設
お
よ
び
施
設
内
農
作
物

が
被
害
を
受
け
た
際
に
共
済
金
が
支
払

わ
れ
る
制
度
で
す
。

　
今
年
２
月
よ
り
、
自
然
災
害
な
ど
に

よ
り
被
災
し
た
場
合
で
も
施
設
園
芸
農

業
の
継
続
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
園

芸
施
設
共
済
の
補
償
が
拡
充
さ
れ
る
こ

と
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
昨
年
８
月
の
台
風
被
害
に
対
し
て
は
、

過
去
に
例
の
無
い
よ
う
な
甚
大
な
気
象

災
害
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
被
災
農

業
者
向
け
経
営
体
育
成
支
援
事
業
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
業
が
適
用

さ
れ
な
い
自
然
災
害
へ
の
備
え
、
ま
た

は
、
被
災
し
た
園
芸
施
設
を
再
建
し
速

や
か
に
農
業
経
営
の
継
続
が
図
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
、
園
芸
施
設
共
済
の

補
償
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
の
園
芸
施
設
共
済
で
は
附
帯
施

設
、
施
設
内
農
作
物
な
ど
が
補
償
対
象

で
す
が
、
今
回
の
補
償
対
象
拡
充
に
よ

り
、
次
の
３
つ
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

①
時
価
ベ
ー
ス
の
補
償
の
拡
充

②
農
家
選
択
に
よ
る
補
償
の
追
加

③
撤
去
費
用
の
対
象
の
拡
充

【
例
】Ａ
Ｐ
ハ
ウ
ス
の
場
合

①
時
価
ベ
ー
ス
の
補
償
の
拡
充

・
耐
用
年
数
　（
現
）７
年
↓（
新
）１４
年

・
耐
用
年
数
経
過
後
の
補
償
価
額

　（
現
）２０
％
↓（
新
）５０
％
　

②
農
家
選
択
に
よ
る
補
償
の
追
加
　

・
耐
用
年
数

１４
年
以
内
の
補
償
価
額
は

１
０
０
％
、
耐
用
年
数
経
過
後
は

７５

％
な
ど
『
復
旧
費
用
』
の
追
加

③
撤
去
費
用
の
対
象
の
拡
充

・
木
造
ハ
ウ
ス
・
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
に『
撤

去
費
用
』
を
追
加

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
農
業
共
済
組
合
幡
多
支
所

蕁
３
７
―
５
５
３
７

詐
欺
被
害 

最
初
の
一
手
は
電
話
か
ら

　
詐
欺
被
害
の
ほ
と
ん
ど
は
、
突
然
か

か
っ
て
き
た
電
話
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

「
自
分
は
大
丈
夫
」、「
私
に
は
関
係
な
い
」

と
油
断
し
な
い
で
、
見
知
ら
ぬ
人
に
お

金
を
渡
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

　
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
、
自
宅
の

電
話
を
留
守
番
電
話
に
設
定
し
、
相
手

と
直
接
会
話
を
し
な
い
で
、
録
音
さ
れ

て
い
る
必
要
な
相
手
だ
け
に
か
け
直
す

よ
う
に
す
る
か
、
ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ

レ
イ
機
能
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
次
の
よ
う
な
電
話
が
か
か
っ
た
ら
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

・
「
証
券
を
代
わ
り
に
買
っ
て
…
、○

○
倍
で
買
い
取
り
ま
す
」

・
「
登
録
さ
れ
た
個
人
情
報
を
削
除
し

て
あ
げ
る
」

・
「
あ
な
た
に
購
入
の
権
利
が
あ
り
ま

す
」

・「
あ
な
た
の
名
前
を
貸
し
て
ほ
し
い
」

・
市
町
村
役
場
や
銀
行
の
職
員
を
名
乗

り
「
還
付
金
が
あ
り
ま
す
。
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行

っ
て
く
だ
さ
い
」

・
「
オ
レ
だ
け
ど
、
会
社
の
お
金
を
使

い
込
ん
で
い
る
の
が
バ
レ
そ
う
だ
」

・
そ
の
他
の
「
う
ま
い
話
」
や
「
心
配
な

話
」の
電
話

○
ご
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ

 
幡
多
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

月
〜
金
曜
日
　
午
前
９
時
〜
正
午
・

午
後
１
時
〜
５
時（
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）

蕁
３
４
―
６
３
０
１（
課
直
通
）

蕭
３
４
―
６
２
９
５（
課
直
通
）

　
黒
潮
町
役
場 

本
庁 

産
業
推
進
室

　
商
工
観
光
係

　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
３（
課
直
通
）

幡
多
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
便
り


